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第 35 回全国水産加工品総合品質審査会 １号申込書の記入について 

 

 

「１号申込書」については、「１号申込書」sheet と「データベース」sheet より出来てお

ります。 

 

１）「１号申込書」sheet の上段欄内（事業者名から出品数まで）の記入をお願いいたし

ます。 

それ以外の項目は、「データベース」の sheet へご記入ください。 

 

※「直近３期分の決算書の提出」について 

農林水産大臣賞を受賞した場合、受賞の報告書を国へ提出いたします。その際に決

算書を附属資料として添付するよう指導を受けているため、「不可」を選択された場

合は、農林水産大臣賞の選賞対象となりませんのでご注意ください。 

 

２）「データベース」sheet に下記の項目を入力してください。 

選賞時に重要な情報としてアピールポイントにもなりますので、詳細にご記入をお願

いいたします。 

 

１．「製品区分」欄 

次の区分により、番号 を記入してください。 

①：乾製品（節類含む） 

②：加熱調味加工品（ねり製品含む） 

③：非加熱調味加工品、塩蔵品、藻類加工品 

④：魚卵加工品、発酵食品、生食加工品 

⑤：燻製、魚醤油・エキス、冷食加工品、缶詰・レトルト、その他 

 

商品について、どの製品区分に入るか分からない場合には、本会宛 

（TEL：03-3662-2040、E-mail：info@zensui.jp）にお問い合わせください。 

（なお、応募された商品で出品区分が異なる、または複数の分類に含まれると判断さ

れる場合においては、本会にて出品区分を変更することもあり得ること、あらかじめ

ご承知おきください。） 

 

２．「出品区分」欄 

次の区分により、番号（①、②、③）を記入してください。 

①  一般審査出品を希望 

②  特別賞（大使賞・公使賞：該当国より輸入された原料を用いた商品に限る）出品



を希望 

③  ① 一般審査 及び ② 特別賞（大使賞・公使賞）両方への出品を希望 

 

３．「こだわりポイント」欄 

区分している６項目のうち５項目（「原料」「おいしさ」「生産技術」「安全性（衛生面）」

「地域貢献、CSR、SDGｓ等の取組」）で特にこだわりがある（アピールできる）場合、

具体的に記入してください。「食べ方、調理方法」についても具体的な記入をお願いい

たします。 

 

４．「小売用／業務用」欄 

プルダウンより「小売用」「業務用」を選んでください。 

 

５．「原産国区分」欄 

プルダウンより「国産」「海外」を選んでください。 

 

６．「原産地名」欄 

右欄の「原産地名」には、国名または都道府県名を記入してください。 

外国産は、原産国をすべて記入してください。 

国産で産地が多岐にわたり、記載しきれない場合は「－」と記入してください 

 

７．「アレルギー特定８品目」欄 

特定８品目（卵、小麦、乳、落花生、くるみ、そば、えび、かに）を含む場合にご記

入ください。 

 

８．「受賞歴」 

※農林水産祭参加行事における受賞歴をご記入ください。 

（例：「〇〇コンクール金賞受賞」等の農林水産祭参加行事以外についての記入は不要で

す。） 

特に過去において、「農林水産大臣賞」を受賞された商品を出品される場合は必ずご記

入ください。 

 

※農林水産祭参加行事（水産加工品（産物）） 

 ① 全国団体（本会、全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会、全国加工海苔協同組合連

合会等（休止中含む））が主催するもの及び大阪にて開催される「全国水産加工た

べもの展」等。 

 ② 都道府県で開催される品評会（休止中含む） 

   岩手、宮城、茨城、静岡、滋賀、山口、長崎、鹿児島等で開催。 

 

９．「製造販売開始時期 西暦年月」欄 

出品財を商品として継続的に生産販売している場合は、「（製造開始の）年月」を具体的



に記入してください。（農林水産大臣賞を受賞された場合の報告に必須となっておりま

す。） 

 

期間限定商品等、継続的ではないが、以前より製造している商品の場合は、既存の商品

として継続性を持つものとみなします。 

また、販売開始の詳細が古い等の理由で判明しない場合においては、「●年頃から販売」

等で記入してください。 

新規または販売開始から間もない商品については、「新商品」と記入してください。 

なお、新商品の場合は、下記の理由により農林水産大臣賞の対象となりません。 

 

 

農林水産祭表彰要領 〜抜粋〜（一般に公開されております。） 

 

農林水産祭参加表彰行事における出品条件 

農林水産参加表彰行事において、農林水産大臣賞の選賞審査の対象となる出品財は、

次の条件を備えるものとする。 

(1)(2)の項 略 

(3) 出品財のうち産物については、出品者がこれを商品として継続的に生産販売し

ているものとし、農林水産祭参加表彰行事に出品するため特別に用意された技芸的製

品の類を含まないこと。 

 

 


